
 

事 務 連 絡  

平成２１年１０月２７日  

 

 総務省消防庁 

 予 防 課 長 様 

 

全  国  消  防  長  会  

事務総長  熊谷 道夫  

   

 

「小規模社会福祉施設における避難誘導体制の確保」について（情報提供） 

 

 総務省消防庁から「群馬県渋川市老人ホーム火災を踏まえた防火安全対策」について、再発

防止の基本的な考え方が示され、その中で、小規模社会福祉施設で火災が発生した場合におい

て、入所者が安全に避難できるような避難誘導体制の確保の徹底を図る対応として、消防機関

における適切な指導、教育を行う必要性があるとされました。 

このことから、全国消防長会予防委員会及び同小委員会において、避難誘導体制の確保の徹

底を図る対応について審議、検討した結果、「小規模社会福祉施設における避難訓練等指導マ

ニュアル」が取りまとめられました。 

つきましては、小規模な社会福祉施設管理者等に対し、避難誘導体制の確保について統一的

な指導を行うため、「小規模社会福祉施設における避難訓練等指導マニュアル」を基準例として

防火安全対策を推進していただくよう、全国の消防長あて別添えのとおり通知しましたので、

お知らせいたします。 

 

別添え 

「平成２１年１０月２７日付全消発第３３８号 全国消防長会会長通知」 
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全 消 発 第 ３ ３ ８ 号  

平成２１年１０月２７日  

 

 各 会 員 殿 

 

全 国 消 防 長 会   

会 長 新井 雄治   

（ 公 印 省 略 ）   

 

「小規模社会福祉施設における避難誘導体制の確保」について 

 

 総務省消防庁から「群馬県渋川市老人ホーム火災を踏まえた防火安全対策」について、再発

防止の基本的な考え方が示されました。その中で、小規模社会福祉施設で火災が発生した場合

において、入所者が安全に避難できるような避難誘導体制の確保の徹底を図る対応として、消

防機関における適切な指導、教育を行う必要性があるとされました。 

このことから、全国消防長会予防委員会及び同小委員会において審議、検討した結果、別添

えのとおり「小規模社会福祉施設における避難訓練等指導マニュアル」が取りまとめられまし

た。 

つきましては、各消防本部におかれましても、小規模な社会福祉施設管理者等に対し、避難

誘導体制の確保について統一的な指導を行うため、「小規模社会福祉施設における避難訓練等指

導マニュアル」を基準例として、防火安全対策を推進していただきますよう特段の御配意をお

願いいたします。 

 

 

別添え 

「小規模社会福祉施設における避難訓練等指導マニュアル」      
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